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１．はじめに 
不揮発性メモリとして広く使われていたフロッピーディ

スク、ハードディスク及び磁気テープを置き換える半導

体メモリとしてフラッシュメモリの発明から商品化までの経

過を述べる。フラッシュメモリは、NOR 型フラッシュメモリ
と NAND 型フラッシュメモリがあり、それぞれのフラッシ
ュメモリの動作原理及び特徴を述べる。NOR 型フラッシ
ュメモリは NAND 型フラッシュメモリより高速読み出しが
可能であり、NAND型フラッシュメモリは、NOR型フラッ
シュメモリより書き換え回数が多く、ビットあたりのコストが

安く出来るため、広く磁気メモリの置き換えに最適である

ことを述べている。 
 
フラッシュメモリの発展は、私が最初に特許を書いた

1980年には想像できないほどである。 
フラッシュメモリは、安く、軽く、低消費電力かつ信頼

性が高い、使いやすいメモリである。このためデジタルカ

メラばかりでなく携帯電話が世界的に爆発的に普及した

キーデバイスである。現在、USB メモリとしてフロッピー・
ディスクを完全に駆逐し、ハード・ディスクの置き換えが

始まっている。さらに航空機のボイスレコーダ、自動車の

エンジンコントロール、携帯電話、ロボット、計算機及び

家庭電化機器等ほとんどの電気製品に使われている。

特に携帯電話の普及には眼をみはる程である。今や小

学生まで持つまでになっている。私がフラッシュメモリを

発明した当時は考えもしなかった事である。携帯電話の

牽引車になったのがフラッシュメモリである。携帯電話に

必要な機能を簡単に言ってしまえば、電話かける相手の

電話番号を決められた規則によって基地局に送信する

ことである。この規則を記憶しているメモリがフラッシュメ

モリである。フラッシュメモリは半導体で出来ておりビット

単価が安くかつ電源を切っても記憶を忘れない特徴の

上に電力消費量が非常に少ない理想的メモリである。も

し磁気記録であるハード・ディスクも使うとどんなことが起

こるか考えてみる。電池を現在使われている携帯電話の

1000 倍以上の電力容量にし、かつ振動をあたえないよ
うな機構が要求される。結果として大きさ及び値段が現

在使われている携帯電話の 100倍以上になってしまう。
だれもこのような携帯電話を使わないのは明らかである。 
 
フラッシュメモリは既に半導体産業の第 3 回目の牽引
車に充分になっていると言って過言でない。 半導体産

業はトランジスタが米国のベル研究所で 1947 年に発明
されたことに起因する。通常の技術はその産業が起こっ

てから 30年でその成長が止まる。いわゆる 30年説から

見ると半導体産業が 50年を超えて連続して成長を維持
している事は異常な部類に属すると言われている。筆者

は、半導体産業のこれまでの発展は、図 1 に示すように
1 つの半導体技術と言うより別のジャンルの半導体技術
によると考えている。従来の 30年説が否定されている訳
でないのである。半導体産業の発展は従来 2 つの別の
技術によって支えられて来た。その第 1回目はトランジス
タを牽引車と捉え、第 2 回目は DRAM を牽引車として
来た。さらに第 3 回目はフラッシュメモリが牽引車として
半導体産業の成長は続いてきた。今後少なくとも 30 年
間半導体産業の成長が続くためには、第 4 の牽引車が
必須であると考えている。筆者は、第 4 の牽引車も日本
から と考え 、 3 次元 MOS ト ラ ンジ ス タである

SGT(Surrounding Gate MOS Transistor)が強力な
候補であると信じている。 

 
 
 
 
図 1 半導体は SGT
（日本：舛岡）の登場

により成長を続ける 
 
 
 
 
 
 
 

半導体産業の発展の歴史には、共通点がある。いず

れも旧来からあるキー技術を置き換えている事である。

最初は真空管をトランジスタが置き換え、次にコアメモリ

をＤＲＡＭが置き換え、最終的にハード・ディスク及びフ

ロッピィディスクをフラッシュメモリが置き換える。それぞ

れ結果的に 30 年間説に従って急激に成長した後安定
期を迎える。 
 
２．フラッシュメモリの発明まで 
２．１．入社 1 年目の筆者発明の特許がインテル社と無
償フリークロスライセンスを勝ち取る 
 
私がなぜフラッシュメモリを発明できたかは私の研究

歴をなくしては説明出来ない。私は東北大学の電子工

学科に進み、西澤研究室に入門した。西澤潤一先生は

研究ばかりでなく当時の大学の先生としてはめずらしく

特許を既に 100 件以上も出願されており、私は先生が
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発明された特許の権利化のため、特許庁へ提出する答

弁書等の作成のお手伝いをさせていただいた。結果とし

て特許とはなにか、どのように書けば権利化出来るか等

を実践で学ぶことが出来た。この特許技術は私の技術

屋としての人生に非常に役に立ったことになる。東芝に

入社して 3 ヶ月目に特許をいきなり 5 件書く事が出来
た。当時としては東芝全社で 1年に数件しか外国出願さ
れない中の 1 件としての有力特許として認められ、米国
特許も登録となった。この特許により後に東芝は米国の

インテル社と無償フリークロスライセンスを勝ち取る事が

出来た。集積回路は 2001 年にノーベル賞を受けた米
国 TI社のキルビー氏の発明で、現在使われている半導
体集積回路のほとんどは、米国インテル社が開発した。

そのため日本の会社は半導体製品を製造するとひたす

ら多額の特許料を米国各会社に支払っていた。もちろん

半導体で特許料を外国から取ることも考えられない時代

であった。それが私の特許 1件でインテル社の特許全て
を東芝は無償で使えることになったのである。これは大

変な利益を東芝にもたらした。この特許で私は全国発明

表彰発明賞をいただく事が出来た。 
 
２．２．自発的に研究所から営業部隊に転籍 
東芝に入社後最初に配属されたのは、研究部門であ

る。自分が研究部門で開発した製品が売れないので営

業がしっかりやってないと思いこみ自分が売ってくると自

発的に研究所から営業部隊に転籍をした。今から考える

と非常に無謀なことと反省している。無名の日本の会社

が作った半導体製品を当時の米国の大型計算機メーカ

がすぐ使うわけがない。私は英語もしゃべれないのに米

国の大型計算機メーカをまわり売り込んだ。結果は言う

までもない。 
 
２．３．1年で営業から工場の製品開発部門に転籍 
半導体メモリの製品の開発から売り上げまでの利益計

画を立て、実行する部門を担当した。結果として、入社 8
年にして研究開発 4年営業 1年及び損益の計算部門 3
年と半導体の全ての部門を体験したのである。すなわち

経営を経験することによりお客さんに役に立つ製品とは

何かを肌で学ぶことが出来たからである。 
 
２．４ DRAMの次の牽引車を考える 

1980 年当時は、DRAM が計算機の主記憶として完

全に磁気メモリであるコアメモリを駆逐して半導体産業の

主力と成長していた。 
筆者は、工場にいながら当時の計算機のメモリの階層

図 2 を考えていた。メモリ、主記憶、およびファイルメモリ
のメモリ階層自体は、変わらない。図 2は、1980年当時
のメモリ階層である。ファイルメモリはディスクメモリとテー

プから構成されている。図 2 の縦軸は、性能を示してお
り、高速を必要とするレジスタメモリ、キャッシュメモリ及び

主記憶は、半導体メモリから構成されている。 
一方不揮発性であることを必要とするファイルメモリ

は、磁気メモリであるディスクメモリとテープから構成され

ていた。図 2 の横軸の大きさは、市場規模すなわち売り
上げの大きさを表している。磁気メモリであるディスクメモ

リとテープの市場規模が圧倒的に半導体メモリの市場規

模より大きいのである。すなわち半導体産業にとって数

倍の規模の大きな市場が手付かずに横たわっている。

筆者はこの分野を半導体産業が奪うことにより、半導体

産業の未来は大きく開けると考えていた。勿論不揮発性

半導体メモリは東芝に入社時の研究テーマであったの

で、認識はしていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2 計算機におけるメモリの階層 
 
３．フラッシュメモリの発明 
３．１．不揮発性半導体メモリの発明 
不揮発性半導体メモリである電気的に書き込み消去

可能な半導体メモリ（EEPROM）の動作原理は図 3 に
示すように 1967 年米国ベル研のカーンとシー文献 1）
により発明された。 

 
 
 
 
 
 
図 3  
不揮発性メモリの

動作原理 
 
 
 
 

不揮発性半導体メモリは、図 3(a)及び(b)に示すよう
にMOS トランジスタのゲートと基盤間に浮遊ゲートを持
つ構造である。浮遊ゲートは、完全にゲート酸化膜であ

る絶縁物により囲まれているので完全に外部と電気的

に遮断状態にある。このため浮遊ゲートと命名してい

る。等価回路は、図 3(c)に示しているように MOS トラン
ジスタの等価回路に浮遊ゲートを付加したことを示して

いる。 
不揮発性半導体メモリの記憶動作を説明する。浮遊

ゲートに電子がない消去状態図 3（ａ）のときは、不揮発
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性半導体メモリの電流電圧特性は図３（ｃ）の消去状態

（ａ）に示すようにコントロールゲート（VCG）に印加する
電圧－3V から電流が流れる。このように電流が流れ始
める時にコントロールゲート（VCG）に印加する電圧を閾
値電圧（Vth）と定義している。消去状態（ａ）の閾値電圧
（Vth）は、－3Vである。一方浮遊ゲートに電子が蓄積し
ている書き込み状態図 3（ｂ）のときは、不揮発性半導体
メモリの電流電圧特性は図 3（ｃ）の書き込み状態（ｂ）に
示すようにコントロールゲート（VCG）に印加する電圧3V
から電流が流れる。書き込み状態図 3（ｂ）の閾値電圧
（Vth）は、3Vである。 
不揮発性半導体メモリの記憶動作はこのように浮遊ゲ

ートに電子が存在するか否かによって電流が流れ始め

るコントロールゲート（VCG）に印加する電圧すなわち閾
値電圧（Vth）が異なるのである。このため、不揮発性半
導体メモリの記憶を読み出すときに、コントロールゲート

（VCG）に 0V を印加すると、浮遊ゲートに電子がない消
去状態図 3（ａ）のときは、閾値電圧（Vth）が－3Vである
ため電流が流れる。一方浮遊ゲートに電子が蓄積して

いる書き込み状態図 3（ｂ）の時には、閾値電圧（Vth）が
3V であるため電流は流れない。このように、浮遊ゲート
に蓄積する電子の有無によって閾値電圧（Vth）が変わ
るために不揮発性半導体メモリに流れる電流の有無とし

て読み出せるのである。 
 
 
 
 
図 4 
EEPROMのエネ
ルギーバンド図 
 
 
 
 
 
 

 
不揮発性半導体メモリが電源を切っても記憶を保持

する動作原理を図4にて説明する。図 4は、図3(a)及び
（ｂ）に示すシリコン基板とコントロールゲート間の断面の

エネルギーバンド図である。シリコン基板とコントロール

ゲート間に存在する浮遊ゲートは、完全に絶縁物すなわ

ち酸化膜（SiO2）の高いエネルギー障壁で囲まれている

ため浮遊ゲートに蓄積された電子が高いエネルギー障

壁を越えることが出来ない。このため浮遊ゲートに蓄積さ

れた電子の有無が電源を切っても存続するため不揮発

性半導体メモリとしての動作をするのである。 
 
不揮発性半導体メモリの消去及び書き込は、図 4 に
示す高いエネルギー障壁を越えて電子を注入及び抽出

させて行う。この方法には、高い酸化膜エネルギー障壁

をトンネル効果により通り抜けさせる方法と高いエネルギ

ーを持つ電子すなわちホットエレクトロンを発生させ、高

いエネルギーを持つホットエレクトロンがエネルギー障壁

を越えさせる方法の２つの方法がある。 
 
３．２．16k ビット EEPROMの開発 
実際に図 3 の構造を持つ不揮発性半導体メモリであ
る電気的に書き込み消去可能なメモリ（EEPROM）は、
インテル社により 16kビット EEPROM として 1980年開
発された。（文献 2）インテル社開発のEEPROMの 1ビ
ットのメモリセルは、図 5に示すように 1個の選択トランジ
スタと1個のメモリトランジスタの2個のトランジスタから構
成されていた。さらに 1 個のビット線に多数のメモリセル
が接続する NOR型と言われるメモリ接続方式である。 

図 5 従来型 EEPROM メモリセル 
 
筆者は、インテル社の開発した 16k ビット EEPROM
の発表を 1980年 2月サンフランシスコで聴講した。その
時に、これは図 2の市場規模が半導体メモリの市場規模
より圧倒的に大きい磁気メモリであるディスクメモリとテー

プの分野を置き換える可能性はないと直感した。理由は

簡単である。ファイル記憶用分野として求められるメモリ

は、高速あるいは、ランダム・アクセス可能なメモリ（任意

のメモリセルを自由に読み、書き及び消去可能なメモリ）

等の性能ではなく、ビット当たりのコストが安いことが最重

要なのである。勿論コストに糸目をつけないファイルメモ

リを使用する分野はある。それは、全体に対して 1 パー
セント以下である。 
インテル社の EEPROMは、1 ビットが 2個のトランジ

スタから構成されている。半導体メモリのコストは 1 ビット
がシリコンチップ上に占有する面積に大きく依存する。

最も単純には、ビットあたりの占有面積が 2 倍になるとコ
ストは 10倍高くなると言って過言でない。この事からイン
テル社の開発した EEPROM は、大きな市場を獲得す

ることはないと強く感じていた。 
 
３．３．フラッシュメモリの発明 
３．３．１．インテル社の EEPROMの分析 
フラッシュメモリの発明の原点は、EEPROM のメモリ

セルの占有面積を小さくする事である。インテル社の

EEPROMは、図 5に示すように 1ビットあたり 1個の選
択トランジスタと 1個のメモリトランジスタの 2個のトランジ
スタから構成されていた。それでは、1ビットあたり 1個の
メモリトランジスタのみで構成すればよいではないかと考

えるのが自然である。なぜインテル社の EEPROM が 1
ビットあたり1個の選択トランジスタを必要とするか？それ



 

は、任意の 1 ビットを選択し、書き込み、消去及び読み
出しを自由に行う事が可能な、すなわちランダム・アクセ

ス可能なメモリの性能を有していたためである。 
 
３．３．２．1ビットを1個のメモリトランジスタで実現可能な

フラッシュメモリを特許出願 
ファイルメモリとして大きな市場を持つ磁気メモリであ

るディスクメモリとテープは、任意の１ビットを選択し、書き

込み、消去及び読み出しを自由に行う事が不可能な、

すなわちランダム・アクセス不可能なメモリである。磁気メ

モリであるディスクメモリとテープは、読み出し、書き込み

及び消去もある固まり例えば少なくとも 256バイト単位で
かつ連続的にしか読み出し出来ない。 
一方、インテル社の EEPROM は、1 個の選択トラン
ジスタと 1個のメモリトランジスタの 2個のトランジスタから
構成することにより、ファイルメモリの分野では不要なラン

ダム・アクセス可能なメモリ機能を持っていたのである。 
筆者は、ファイルメモリの分野では不要なランダム・ア

クセス機能をカットすることにより、1 個のメモリトランジス
タのみで電気的に消去及び書き込み可能な 1ビットを構
成可能なメモリを実現することを考えた。具体的には、従

来は 1ビット毎に消去していたのにたいして、多数のメモ
リビットを一括して消去することにより 1 ビットのメモリセル
を 1 個のメモリトランジスタのみで構成でき、書き込みは
1 ビット毎に可能な最初の NOR 型フラッシュメモリを
1980年 11月 20日出願開始して以来 1981年 7月 30
日まで 23件の特許を出願したのである。文献 3） 
 
３．３．３．NOR型フラッシュメモリの開発 
筆者は 1980 年には工場に駐在し、勤務時間の

100％は 1M ビット DRAM の製品開発のプロジェクト・

サブリーダを努め、他の半導体メモリの製品開発及び歩

留まり向上等の任務についていた。従ってフラッシュメモ

リの特許は、勤務時間外の土日等を使って必死に書くこ

とは出来たが、実際に開発することは不可能であった。

幸いな事に 1983年には 1M ビット DRAMの製品化の
めどがついた。我々が開発した 1MDRAM は、世界を

制覇した。この功績は、日経産業新聞 1991年 2月 6日
付け5面に当時のプロジェクトリーダである鈴木紘一氏と
筆者の顔写真つきで紹介された。東芝の 1MDRAM の
世界制覇によりインテル社は DRAM から撤退し、インテ
ル社がフラッシュメモリで世界制覇をするのは 1990年の
ことである。 

1MDRAMの開発に成功したので、1984年上司の許
可を得て 1980 年特許出願済みの NOR 型フラッシュメ
モリの開発を開始した。開発は、基本素子の 1 個の
NOR型フラッシュメモリといきなり256kビット・NOR型フ
ラッシュメモリの開発を同時進行に進めた。通常 1 個の
素子の開発に成功してから集積回路の開発に進むのが

常道である。しかし、今回のNOR型フラッシュメモリの場
合は同時進行が可能と判断したのである。理由は、当時

の東芝は紫外線消去可能な電気的書き込み可能な 1ビ

ットが 1 個のメモリトランジスタから構成されている 256k
ビット EPROM を製品化していた。256k ビットの NOR
型フラッシュメモリは、上記紫外線消去可能な 256k ビッ
トEPROMに1層の多結晶からなる消去ゲートを付加す
るだけで出来てしまうのである。結果として、1個のNOR
型フラッシュメモリの基本動作メカニズムを 1984年12月
に IEDM（International Electron Devices Meeting）
で発表。文献 4） 

256kビットのNOR型フラッシュメモリを 1985年 2月
に ISSCC(International Solid-State Circuits 
Conference)で発表した。文献 5） 
図 6にインテル社が開発したEEPROMと 1984年に

IEDM で発表したフラッシュメモリのそれぞれの 1 ビット
の等回路図、平面図及び断面図を示す。NOR 型フラッ
シュメモリの 1 ビットあたりの占有面積がインテル社の開
発した EEPROMの占有面性の 4分の 1以下に縮小さ
れていることがわかる。1 ビットあたりのコストは、占有面
積により大きく依存し、NOR 型フラッシュメモリのコスト
は、EEPROMに比較して大幅に安くなることを示してい
る。 

図 6 NOR型フラッシュメモリセル 
 
３．３．４．フラッシュメモリの商品化 
半導体のオリンピックと言われる IEDM 及び ISSCC

の一連の発表後に米国の BUSINESS WEEK1985
年 3月 25日号に筆者の顔写真つきで「東芝が開発した
新しいメモリにより米国の半導体メーカは悪夢を見るの

か」との衝撃的な題目の記事が掲載された。 記事に

は、インテル社の技術責任者のコメント「東芝のメモリは、

新しいプロセスを必要としてだめである。」が掲載され

た。しかし、事実は、この記事が出た後すぐに、インテル

社は東芝に256kビットのNOR型フラッシュメモリのサン
プル要求をしてきた。256k ビットの NOR 型フラッシュメ
モリの開発は東芝の正式開発計画もなく、他の仕事を持

つ技術者 4 名に筆者がお願いして開始したメモリであ
る。 
当時の半導体の王様インテルからのサンプル要求で

あったので、工場も本気になり 1 年後にはサンプルを出
荷可能となった。256k ビット・NOR 型フラッシュメモリの
サンプル出荷が可能になると、インテル社だけでなく、米
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国の自動車メーカが排気ガス制御用のエンジンコントロ

ールのプログラム記憶用に試験を始めた。結果として米

国の自動車会社に正式採用され、東芝は 1988 年には
商品として生産を開始した。東芝は、NOR 型フラッシュ
メモリの製品化により 1988 年日刊工業新聞 10 大新製
品賞を受賞した。 
しかし、フラッシュメモリを製品として大きな市場を獲得

したのはインテル社である。インテルは、インテル社創立

25周年記念誌で次のように記述している。創立 21年目
の 1998 年に、東芝が発明したフラッシュメモリの製造技
術を改良することによりフラッシュメモリのリーダになっ

た。インテル社 25週記念誌の他の 24項目は、全てイン
テル社オリジナルである。それを上記のように東芝がフラ

ッシュメモリを発明したと書くことに私は敬意を表してい

る。さらに、2003 年 6 月には、インテル社の技術開発を
統括するステファン・ライ副社長は日本で開催されたプ

レスリリースで「東芝の舛岡富士雄さん（現東北大教授）

が発明したフラッシュメモリに注目し、構造を生産しやす

く改良した。」と述べている。 （井上能行：東京新聞、

2003年 6月 19日付け夕刊） 
 
インテル社は1986年にはDRAMから撤退しDRAM

の技術者と CPU の技術者を加え、東芝の NOR型フラ
ッシュメモリの開発に従事する技術者の数百倍の技術者

を投入したと聞いている。 
日本で 256kNOR 型フラッシュメモリの開発を報じた
のは日経エレクトロニクス1985年7月29日号であった。
米国雑誌 BUSINESS WEEK と同じようにフラッシュメ
モリの言葉はなく、256kビットEEPROMとあるだけであ
る。以上のように筆者はフラッシュメモリと命名して発表し

たが当初は使われずインテル社がフラッシュメモリと使っ

てくれたおかげで今日のフラッシュメモリがあるのであ

る。 
 
４．ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの発明 
４．１．ＴＩ社との米国における特許裁判の技術責任者と

して従事。 
東芝は 1985 年に 1MDRAM で世界制覇後、米国

TI 社 か ら 米 国 の ITC （ International Trade 
Commission）に訴えられた。これは、TI 社所有米国の
特許に東芝の 1MDRAM が抵触するので米国への輸

入の禁止を求める訴えである。東芝の 1MDRAM の米

国への輸出禁止が認められると東芝の 1MDRAM は、

事実上世界中で販売不可能になるのである。例えば東

芝の1MDRAMを日本で販売したとしてもそれを組み込
んだ製品を米国に輸出出来ないことになる。すなわち米

国へ輸出する製品を製造するメーカは、東芝製品を日

本で買わないことになるからである。このように米国の

ITC の裁判は東芝の 1MDRAM ビジネスにとって非常
に重要な事柄であった。このため、筆者は、1986年 5月
より米国での裁判の東芝側技術責任者となり 1986 年 2
月までワシントンに長期出張し、米国の弁護士と供に裁

判対策を行い、法廷での証言も経験した。 
 
４．２．ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの特許提案 
米国での裁判対策に従事期間中にも 1MDRAM の

次の半導体産業の牽引車を考えていた。半導体メモリ

は、図 2に示すように主記憶の分野までは完全に磁気メ
モリを駆逐した。しかし、その何倍も大きな市場を持つ不

揮発性メモリの分野であるディスクメモリ（ハード・フロッピ

ィーメモリ）及び磁気テープは手付かずであった。読み

出し速度、書き込み速度、消費電力、大きさ及び信頼性

等の性能は、半導体不揮発性メモリが磁気メモリを圧倒

している。しかし、使われない。その理由は、ただひとつ

半導体不揮発性メモリの価格が高いからである。それで

は、半導体不揮発性メモリの価格を桁単位で下げる方

法を考えれば良いとなる。1980年に発明したNOR型フ
ラッシュメモリは、1 ビット毎に消去可能であったメモリを
一括消去だけを可能にする事により 1 ビットを 2 トランジ
スタから構成することから 1 トランジスタで構成可能にす
る方法を発明したのである。このメモリセルは、図 6 に示
すように 1 ビットが 1 個のメモリトランジスタから構成され
ており、かつ 1個のトランジスタには、ビット線が接続され
ている。このように各メモリセルが直接コンタクトを通じて

ビット線に接続していることをＮＯＲ型と命名した。従って

最初のフラッシュメモリを現在では後から発明された

NAND型フラッシュメモリと区別するためにNOR型フラ
ッシュメモリと命名したのである。 

NOR 型フラッシュメモリを図 7 に示す。各メモリセル
は、図 7(a)の等価回路に示すようにそれぞれビット線に
接続されており、図 7(b)の平面図に示すようにメモリトラ
ンジスタとビット線がコンタクトを通じて接続されており、1
ビットのメモリセルに占めるコンタクトの占有面積が大き

いことが解る。NOR型フラッシュメモリをさらにより1ビット
あたりの占有面積を縮小するためには、1 ビットのメモリ
セルに占めるコンタクトの占有面積を無くせば良いので

ある。 

 
 
図 7 ＮＯＲ型フラッシュメモリ 
 
答えは簡単で図 8(a)の等価回路に示すように 1 本の



 

ビットに多数のメモリセルを接続することにより 1個のメモ
リセルあたりのコンタクトの占有面積を縮小することがで

きる。すなわち図 8（ｂ）の平面図に示すように n個のメモ
リセルが 1 個のコンタクトを通じてビット線に接続すること
により、1個のメモリセルが占有するコンタクトの面積は n
分の 1 になるのである。結果的にコンタクトの占有面積
は、無視出来るほど縮小可能になるのである。図 7 の
NOR 型フラッシュメモリの 1 個のメモリセルの占有面積
は（1）式で表せる。 
NOR 型メモリセルの占有面積＝4F×5.4F＝21.6F2  

(1) 
図 8の NAND型フラッシュメモリの 1個のメモリセル 
あたりの占有面積は8個のメモリセルの縦の長さが23.4 
F、横が 4Fであるので（2）式で表せる。 

NAND型メモリセルの占有面積＝23.4 F÷8×4F 
＝2.9F×4F＝11.6F2 (2) 
ここで F は、製造するときの最小加工寸法である。同

じ加工寸法で製造したときの NAND 型フラッシュメモリ
の 1 個のメモリセルあたりの占有面積は、NOR 型フラッ
シュメモリの 1 個のメモリセルの占有面積の約 2 分の 1
になっている。この場合はNAND型フラッシュメモリに接
続するメモリを 8 個の例を示した。現在 32 個のメモリセ
ルを接続することによりさらに 1ビットあたりの占有面積を
縮小可能である。 

 
図 8 NAND型フラッシュメモリ 
 
しかし、何の犠牲もなく 1 ビットあたりのメモリ占有面積

を縮小可能になったわけではない。次のように NOR 型
フラッシュメモリ及び NAND 型フラッシュメモリはそれぞ
れ電気的機能を失っている。 
 
①EEPROMからＮＯＲ型フラッシュメモリの発明 
失った事；1ビット毎の消去可能から一括消去へ。 
得た事：メモリ占有面積の縮小によるコストの低下。 
②NOR型フラッシュメモリからNANDＡＮＤ型フラッシュ 
メモリの発明 
失った事：NOR型フラッシュメモリより読み出し速度が
遅い。 
得た事：１．メモリ占有面積の縮小によるコストの低下。 

2．NOR 型フラッシュメモリと比較して書き換え回数
の増加（４．５．NAND 型フラッシュメモリの書き
換え回数で説明する。）  

 
磁気メモリが使われているファイルメモリの分野では、

NAND 型フラッシュメモリが失った機能は全く問題のな
い機能なのである。磁気メモリの消去は一括消去であ

り、書き込み及び読み出しは、モーターによる機械的回

転による連続書き込み及び読み出しである。性能的に

は全く問題はないのである。 
これらに関する NAND 型フラッシュメモリの特許を

1987年 3月 17日から 19日にかけて合計 8件の特許
提案書を提出し、1987年 4月 24日に特許庁に 8件の
特許が出願され後に米国特許として出願された。 
文献 6） 
 
４．３．NAND型フラッシュメモリの開発 

DRAMに関する ITCにおける東芝とTI社の和解が
1987 年初めに成立して、筆者はお役目御免となり
1987年 4月に半導体事業部から総合研究所の超ＬＳＩ
研究所に戻ることが出来た。研究所に戻り早速米国で

裁判中に考えた NAND 型フラッシュメモリの開発を開
始することを考えた。しかし、いきなり 10年ぶりに戻った
研究所で従来からある研究計画にまったくない研究を

始めることは出来ない。幸いなことに設計の実習のため

に研究所から筆者が課長を務めていた事業部の設計

課に実習に来ていた研究員が同じ所属であった。その

研究員に本来持っている研究を進めながら事業部で筆

者が特許出願した図 8 の NAND 型フラッシュメモリの
基本的動作の確認を始めるようにお願いした。既に

NOR 型フラッシュメモリの開発は事業部で進んでいた
ので単体としてのフラッシュメモリの単体素子は入手可

能であったので、NOR 型フラッシュメモリの単体素子を
NOR 型から NAND 型に組みかえることにより NAND
型フラッシュメモリの基本的動作を確認可能であった。

結果的に NAND 型フラッシュメモリの基本的動作であ
る書き込み、一括消去及び読み出しが確認できた。こ

の結果を、IEDM に 1987 年 6 月投稿し、受理され
1987年 12月発表した。文献 7） 

 
４．４．4M ビット NAND型フラッシュメモリ開発 

1987年 6月に IEDMに論文を投稿し、基本的には
NAND 型フラッシュメモリの動作は確認できた。これだ
けでは集積回路としての動作を確認したことにならな

い。集積回路として動作の確認が必要である。当時

256kビットのNOR型フラッシュメモリを事業部で開発し
ていたので、NAND 型フラッシュメモリでは、256k ビッ
トから一気に 4Mビットを目標にと考えていた。 
しかし、再び全く年度初から研究計画もない NAND

型フラッシュメモリの開発には予算が全くない、当然設

計及び試作する研究員もいない。4M ビットの NAND
型フラッシュメモリの開発するための、NAND 型フラッ
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シュメモリの新しいシステムと新しい回路の基本特許

は、筆者は特許出願済みであった。しかし、実際に 4M
ビットの NAND 型フラッシュメモリの開発することにより
実践的な特許を多数取得可能であるこのために開発す

ることが必要である。これまでは、従来インテル社を始

めとする米国の各社が開発してきた新しいメモリシステ

ム及び回路開発し、日本の会社が追随していた。従来

とは全く反対に、日本から全く新しいメモリシステム及び

回路を発信することになり、学問的にも特許的にも大き

な貢献であることは明白である。そのためにも是非進め

たいと超 LSI 研究所長に直訴した。当然予算がない。
即却下である。それではと、当時の東芝の家電技術研

究所ではデジタルカメラの開発を開始していた。当時の

デジタルカメラの記憶媒体はフロッピー・ディスク等の磁

気メモリであった。家電技術研究所長に「我々が開発す

る 4M ビット NAND フラッシュメモリが成功すると、1 チ
ップで 256kバイトフロッピー・ディスク 2枚分となり、カメ
ラに駆動部がなくなり、切手大の大きさで重さは 10 グラ
ム以下、消費力は無視出来る程縮小される。」と説明し

た。結果的に 21 年前に現在のデジタルカメラの説明を
行ったことになり、感無量である。家電技術研究所長は

メカニズムも聞かず私を信じて、マスク代 1000 万円を
4MビットNAND型フラッシュメモリの開発費として負担
していただくことができた。お客がつけば、超 LSI 研究
所長としては完全にバックアップ側にまわり、私のグル

ープに所属する研究員の研究題目を期の途中である

が変更を認めていただいた。かつ超LSI研究所の最重
要研究課題にも挙げられた。4M ビット NAND型フラッ
シュメモリの新しいシステム設計、回路設計及びデバイ

スの開発を平行して進めた。4M ビット NAND 型フラッ
シュメモリの最初の試作に1988年 7月に成功し半導体
のオリンピックと言われた ISSCC に投稿し 1989 年 2
月に発表した。（文献 8）東芝は、1989 年 2 月の
ISSCC の後に外国人記者クラブで世界発の 4M ビット
NAND 型フラッシュメモリ開発成功を超 LSI 研究所長
と私等が記者発表を行った。その後事業化のため半導

体事業部に移管することには苦難が待っていた。私は

1977 年から 10 年間半導体事業部の応用技術課、製
造技術課及び設計課にそれぞれ数年間所属し、上記３

課員全員皆仲間であったので製品化に対して個人の

繋がりで非常に協力していただき成功することが出来

た。商品化後 4MビットNAND型フラッシュメモリをメモ
リカードと使用したデジタルカメラの商品化に東芝家電

技術研究所は成功した。しかし、デジタルカメラ一式が

150 万円であった。これでは売れず結局２年ほどで撤
退せざるを得なくなった。その後デジタルカメラは、カメ

ラメーカだけでなく、フィルムメーカも製品化に成功し

た。これは、フィルムメーカが従来のフィルムが無くなる

との危機感からデジタルカメラの開発を開始したからで

ある。当時我々と供にデジタルカメラの商品化に成功し

た東芝家電技術研究所の多数の技術者がフィルムメー

カ等に移籍し、現在のデジタルカメラの発展に寄与して

いる。 
 

４．５．NAND型フラッシュメモリの書き換え回数 
NAND 型フラッシュメモリは当初から磁気メモリの置

き換えを狙っていた。（文献 9）NAND 型フラッシュメモ
リは、半導体メモリであるので消費電力、読み出し、書き

込み、及び消去等の電気的特性は当初から磁気メモリ

の置き換えに問題ないと考えていた。逆に NAND型フ
ラッシュメモリは、半導体であるから占有体積、重さ及び

耐衝撃性等は圧倒的に強い特性を持っていることは明

白である。唯一問題である可能性があるのは、書き込み

及び消去による絶縁膜（SiO2等）の劣化である。   
NAND 型フラッシュメモリの書き込み及び消去は、図

4に示すように酸化膜で囲まれた浮遊ゲート（シリコン）に
電荷酸化膜を超えてファウラーノルドハイムトンネル（文

献 10）で注入し書き込み、取り出すことによって消去を
行っている。書き込み及び消去は、絶縁膜中に電荷を

無理やり通している事により絶縁膜の劣化を起こす。絶

縁膜中に電荷を通す事による絶縁膜の劣化は物理的に

現在我々が使用している絶縁膜では避けることは困難

である。絶縁膜中に電荷を通す事による絶縁膜の劣化

は、基本的には避けられない現象である。しかし、電荷

を絶縁膜中にどのように通すかによって絶縁膜の劣化が

異なることに注目した。すなわち、NAND 型フラッシュメ
モリの書き込み消去により絶縁膜中に電荷を通す事によ

る絶縁膜の劣化を最小にすることが可能な書き込み及

び消去方法を探索した。（文献 11） 

図 9 書き込み及び消去ともにゲート全面からのファ
ウラ-ノルドハイムトンネルによる書き込み及び消去後の
Vth 

 
図 9に書き込みはゲート全面よりファウラーノルドハイ

ムトンネルで基板全面から浮遊ゲート全面に電子の注

入を行い、次に浮遊ゲート全面から基板全面に電子を

引き出す場合の書き込み及び消去回数のセル窓幅依

存性を示す。セル窓幅とは、（3）式に示すように書き込
み後の Vth と消去後の Vthの差である。 
セル窓幅＝書き込み後の Vth―消去後の Vth （3）
セル窓幅は、（3）式を用いて 105 回までほぼ一定であ

る。書き込みはゲート全面に電子を注入し消去は浮遊

ゲートの一端のみからソースに抜く場合と比較して図 9



 

の全面書き込み及び消去の書き換え回数は約 100 倍
向上する。この実験は同じ製造条件で作成したフラッシ

ュメモリの動作方法の違いによる書き換え回数依存性を

比較した結果である。当然浮遊ゲートを囲む酸化膜の

質により大きく改善される。 
 
４．５．１． 
NAND型フラッシュメモリはなぜ全面書き込み及び全面

消去が可能か？ 
最初にインテル社が開発した16kビットのEEPROM

は、図 5 に示すように 1個のメモリセルは 1個の選択ト
ランジスタと 1個のメモリトランジスタから構成されていた
ため、全面書き込み及び全面消去が可能であった。選

択トランジスタにより、書き込み時に多数のビットライン

に印加された書き込み信号は、選択ゲートにより選択さ

れたメモリセルにのみに信号を伝達可能になる。すなわ

ち 1 個のメモリセルが選択トランジスタを持つことにより
全面書き込み及び全面消去が可能になるのである。   

NOR 型フラッシュメモリでは、選択トランジスタを無く
すことによりメモリセルの縮小化を実現した。一方

NAND型フラッシュメモリでは、図 8に示すように、メモ
リトランジスタ 8個に対して選択ゲート１を構成する 1個
のトランジスタと選択ゲート２を構成する 1個のトランジス
タの合計 2個の選択トランジスタを追加した 10個のトラ
ンジスタから構成されているので、1 個のメモリセルあた
りは 1.25 個のトランジスタから構成されていることにな
る。32 個のメモリセルを持つ NAND 型フラッシュメモリ
は、32個のメモリトランジスタと2個の選択トランジスタか
ら構成されるので、1個のメモリセルあたりは、1.0625個
のトランジスタから構成されていることになる。結果とし

て、NAND 型フラッシュメモリに付加した選択トランジス
タの 1 メモリセルあたりの占有面積の増加分は、0.0625
倍と非常に少ない。NAND 型メモリの構成により選択ト
ランジスタを使用しながらビットあたりの占有面積の増加

は無視できる程小さくできるのである。 
NAND 型フラッシュメモリの回路構成を採用すること

により、選択トランジスタの追加による 1 個のメモリセル
あたりの占有面積増加は無視できる程縮小可能にな

り、かつ全面消去及び全面書き込みが可能になったの

である。  
 
 
５．まとめ 

NOR型フラッシュメモリ及びNAND型フラッシュメモ
リの発明から開発までを述べた。フラッシュメモリの発明

の原点は市場の大きいファイルメモリの分野を占有して

いた磁気メモリを置き換えることである。フラッシュメモリ

の製品化によって安く、軽く、小さく、消費電力も少なく

そして落としても破壊しないファイルメモリを実現でき

た。フラッシュメモリは、自動車、テレビ、冷蔵庫、電子レ

ンジ、携帯電話、ＵＳＢメモリ、デジカメラ及びパソコン等

に使われ、社会に大きな影響を及ぼしている。このよう

な発明ができる時期に生まれたことは幸いです。当然

私一人で実現できたことではなく、関係した皆々様に深

く感謝いたします。 
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